
No. 資料名 頁 項目名 質問内容 回答

1
設計建設工
事請負契約
書（案）

28 1

建設業務の前
払金

実施方針等に関する質問回答にて、桶川市建設工事
前金払要綱（1億以内、各年度の債務負担行為の年
割額等）が適用されるとありましたが、年度ごとの
請求金額にさらなる限度が設定されるのであれば入
札前にお示しください。ご回答のほど宜しくお願い
致します。

　桶川市建設工事前金払要綱に従いますが、第3
条第1項ただし書きにより、1億円の限度は本事
業では適用しない等、本事業の実態に即し、合
理的に判断される範囲で適用は除外される予定
です。なお、その他更なる限度は設定されない
予定です。

2
設計建設工
事請負契約
書（案）

59 1

建設期間中の
保険

ここに記載されている選定事業者とは、建設業務を
担う単体企業or建設共同企業体と理解して宜しいで
しょうか。ご回答のほど宜しくお願い致します。

　ご理解の通りです。

3

設計建設工
事

請負契約書
（案）

3

共同企業体 全社（設計企業、工事監理企業、開業準備企業、維
持管理企業、運営企業）が維持管理運営SPCに出資
する場合、維持管理運営SPCが締結者として設計建
設工事請負契約を締結することはよろしいか。

　構いません。
　ただしこの場合、施設整備期間における維持
管理運営SPCに要する費用は事業者の負担となり
ますので、その費用は対価内訳書に含めないよ
うお願いいたします。
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